
広
域
的
地
域
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

広
域
的
地
域
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
拠
点
施
設
整
備
事
業
の
規
模
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
区

域
以
外
の
区
域
に
お
い
て
施
行
さ
れ
る
拠
点
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
に
あ
っ
て
は
〇
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
す
る
こ
と
。

一

首
都
圏
整
備
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
既
成
市
街
地
及
び
同
条
第
四
項
に
規

定
す
る
近
郊
整
備
地
帯

二

近
畿
圏
整
備
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
既
成
都
市
区
域
及
び
同
条
第
四
項

に
規
定
す
る
近
郊
整
備
区
域

三

中
部
圏
開
発
整
備
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
都
市
整
備
区
域

四

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
の
区
域

（
第
二
条
関
係
）

第
二

附
則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


